
垂水市告示第36号 

 

 垂水市農産物６次産業創出事業補助金交付要綱を次のように定めた。 

 

  令和６年３月26日 

 

垂水市長  尾 脇 雅 弥    

 

   垂水市農産物６次産業創出事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、消費者ニーズを的確に把握した農産物の高付加価値化を進め

るとともに、地域産業の活性化、雇用の拡大及び農業者の所得向上を図るため、

地域資源を活用した６次産業化に取り組む事業（以下「事業」という。）を行う者

に対し、予算の範囲内において交付する補助金（以下「補助金」という。）につい

て、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則（昭和51年規則第11号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 (１) ６次産業化とは、農業者が農産物の生産、加工及び販売を主体的かつ総合

的に行うことをいう。 

(２) 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号。以下「法」

という。）第12条第１項の規定により、農業経営改善計画の認定を受けた者をい

う。 

(３) 認定新規就農者とは、法第14条の４第１項の規定により、青年等就農計画

の認定を受けた者をいう。 

(４) 農業法人とは、法人形態により、農業を営む法人をいう。 

(５) 集落営農組織とは、集落を単位として、農業生産過程の全部又は一部につ

いて共同で取り組む組織をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、市内に住所

を有する者又は市内に事業所を有する団体若しくは法人であって、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。 



 (１) 認定農業者又は認定新規就農者 

(２) 農業法人又は集落営農組織等の地域営農団体 

(３) ３戸以上の農業者で構成する団体 

(４) 市内で生産された農作物を加工し、新商品等の開発に取り組む食料品製造

業者等 

(５) その他市長が認める者 

２ 前項の規定にかかわらず、市税の滞納がある個人又は団体若しくは法人は、補

助対象者としない。 

 （補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、市内で生産さ

れた農作物による新たな加工品を開発し、その加工から販売までを行う６次産業

化に資する取組であって、別表に掲げる事業とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、他の制度等による補助の対象となった事業について

は、補助対象事業としない。 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率

及び補助限度額は、予算の範囲内で別表に定めるとおりとする。 

２ 補助金の額は、補助対象経費に別表に定める補助率を乗じて得た額とする。た

だし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものと

する。 

３ 同一の補助対象者が複数回申請した場合は、次の各号の補助対象事業に係る補

助金の額を合算及び通算し、補助限度額まで交付する。 

 (１) 施設整備事業・機械整備事業 

(２) 加工品開発事業・販売促進等事業 

 （補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、

垂水市農産物６次産業創出事業補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 垂水市農産物６次産業創出事業計画書（第２号様式） 

(２) 施設の設計書（施設整備事業の場合に限る。） 

(３) 機械のカタログ及び仕様書（機械整備事業の場合に限る。） 

(４) 事業内容が確認できる書類（加工品開発事業又は販売促進等事業の場合に

限る。） 

(５) 平面図・位置図（設置場所又は実施場所の分かる図面） 



(６) 見積書（補助対象経費の額が分かる書類） 

(７) 住民票の写し（農業者又は団体の場合に限る。） 

(８) 市税に係る納税証明書 

(９) 登記事項証明書及び定款の写し（農業法人の場合に限る。） 

(10) 規約の写し（団体の場合に限る。） 

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （審査会） 

第７条 市長は、総事業費が100万円を超える前条の申請があったときは、次項に定

める垂水市農産物６次産業創出審査会（以下「審査会」という。）に諮り、補助金

の交付決定の審査を行うものとする。 

２ 審査会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。 

(１) 副市長 

(２) 財政課長 

(３) 企画政策課長 

(４) 水産商工観光課長 

(５) 農林課長 

(６) その他市長が必要と認める者 

３ 審査会の会長（以下「会長」という。）は副市長の職にある者をもって充て、副

会長は農林課長の職にある者をもって充てる。 

４ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

６ 審査会は、会長が招集し、議長となる。 

７ 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

８ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

９ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求める

ことができる。 

10 審査会の庶務は、農林課において処理する。 

 （補助金の交付決定） 

第８条 市長は、第６条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、規

則第４条の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書（規

則第３号様式）により申請者に通知するものとする。 

 （交付申請内容の変更等） 



第９条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、事業内容に変更が生じる場合には、補助金変更申請書（規則第４号様式）

を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、規則第６

条の規定により承認の可否を決定するものとする。この場合において、事業費に

変更が生じたときは補助金変更交付決定通知書（規則第５号様式）、その他にあっ

ては補助金変更承認通知書（規則第５号様式の２）により補助事業者に通知する

ものとする。 

 （実績報告） 

第10条 補助事業者は、規則第10条の規定により実績報告しようとするときは、事

業完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の３月31日の

いずれか早い日までに、補助金実績報告書（規則第９号様式）に次に掲げる資料

を添付し、市長に提出しなければならない。 

(１) 垂水市農産物６次産業創出事業実績書（第３号様式） 

(２) 成果品（完成写真等） 

(３) 領収書の写し 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、書類の審査及び必要に応

じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決

定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付

すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書（規則第10号様式）により当

該報告をした補助事業者に通知するものとする。 

 （実施状況報告） 

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して３か年度

における補助金の交付を受けて実施した事業の実施状況について、各年度の終了

後最初の４月１日から同月20日までの間に、垂水市農産物６次産業創出事業実施

状況報告書（第４号様式）により、市長へ報告しなければならない。 

 （交付決定の取消し又は補助金の返還） 

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補

助金の交付決定の全部又は一部を取消し、交付した補助金の全部又は一部を返還

させるものとする。 

(１) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

(２) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 



(３) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。 

(４) 前３号に掲げるほか、市長が補助金を交付することが適当でないと認めた

とき。 

 （その他） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に廃止前の垂水市６次産業化促進支援事業補助金交付

要綱（平成30年告示第42号）の規定によりなされた決定その他の措置は、この要

綱の相当規定によりなされたものとみなす。 

 （失効） 

３ この要綱は、令和11年３月31日限り、その効力を失う。 

 （失効後の経過措置） 

４ 失効日前に第８条の規定による通知を受けた者又は第９条第２項の規定による

通知を受けた者に対するこの要綱の規定は、失効後もなおその効力を有する。 

  



別表（第４条、第５条関係） 

補助対象事業名 補助対象経費 補助率及び補助限度額 

施設整備事業 

(1)新たな加工施設又は販売施設の整備

費 

(2)既存施設の改修費（加工・販売に係

る施設規模拡大又は生産機能強化が

図られるものに限る。） 

補助対象経費の２分の１

以内とし、100万円を限

度とする。 

機械整備事業 
(1)加工、製造又は包装に係る機械等の

購入費 

加工品開発事業 

(1)商品開発に係る原材料費 

(2)機械等のレンタル・リース費 

(3)外注加工費 

(4)試作開発費 

(5)検査分析費 

(6)その他加工品等の試作開発に要する

経費 
補助対象経費の２分の１

以内とし、50万円を限

度とする。 

販売促進等事業 

(1)展示会等の会場費及び出展費 

(2)広告宣伝費 

(3)パンフレット・ホームページ作成費

（備品購入を除く） 

(4)商品パッケージ・包装容器作成費 

(5)調査研究費 

(6)研修講師謝金及び旅費 

(7)市場調査に要する経費 

(8)その他販路開拓等に要する経費 

  



別記 

第１号様式（第６条関係） 

年  月  日 

 

垂水市長 殿 

 

申請者 住所 

氏名 

電話 

 

垂水市農産物６次産業創出事業補助金交付申請書 

 

垂水市農産物６次産業創出事業を実施したいので、垂水市農産物６次産業創出事業

補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

事 業 年 度         年度 

交付申請額 金          円 

添 付 書 類 

□ 垂水市農産物６次産業創出事業計画書（第２号様式） 

□ 施設の設計書（施設整備事業の場合に限る。） 

□ 機械のカタログ及び仕様書（機械整備事業の場合に限る。） 

□ 事業内容が確認できる書類（加工品開発事業又は販売促進等

事業の場合に限る。） 

□ 平面図・位置図（設置場所又は実施場所の分かる地図） 

□ 見積書（補助対象経費の額が分かる書類） 

□ 住民票の写し（農業者又は団体の場合に限る。） 

□ 市税に係る納税証明書 

□ 登記事項証明書及び定款の写し（農業法人の場合に限る。） 

□ 規約の写し（団体の場合に限る。） 

□ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 



第２号様式（第６条関係） 

 

垂水市農産物６次産業創出事業計画書 

 

１ 事業計画 

対象事業区分 
□施設整備事業   □機械整備事業 

□加工品開発事業  □販売促進等事業 

事業実施期間     年  月  日から    年  月  日 

事 業 目 的  

事 業 内 容  

事 業 効 果  

 

２ 収支予算 

（１）収入 

項 目 予算額 調達先 備考 

補 助 金    

自己資金    

借 入 金    

そ の 他    

合 計    

 

（２）支出 

項 目 予算額 補助金充当額 積算内容等 備考 

費     

費     

費     

費     

合 計     



第３号様式（第10条関係） 

 

垂水市農産物６次産業創出事業実績書 

 

１ 事業実績 

対象事業区分 
□施設整備事業   □機械整備事業 

□加工品開発事業  □販売促進等事業 

事業実施年度         年度 

事業実施内容  

事業実施成果  

今後の見通し  

 

２ 収支決算 

（１）収入 

項 目 予算額 決算額 比較増減 備考 

補 助 金     

自己資金     

借 入 金     

そ の 他     

合 計     

 

（２）支出 

項 目 予算額 決算額 比較増減 備考 

費     

費     

費     

費     

合 計     



第４号様式（第12条関係） 

年  月  日 

 

垂水市長 殿 

 

報告者 住所 

氏名 

 

垂水市農産物６次産業創出事業実施状況報告書 

 

垂水市農産物６次産業創出事業補助金交付要綱第 12 条の規定により、事業実施状況

について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 事業実施年度          年度 

 

２ 事業区分 ［ 施設整備事業 機械整備事業 加工品開発事業 販売促進等事業 ］ 

 

３ 事業実施状況 

報告時期 事業計画 事業実績 備 考 

年度 

年目 
   

※欄内に書ききれない場合は、別紙を添付してください。 

 

４ 確認事項（施設整備及び機械整備に限る。） 

項 目 〇× 不適正な項目に対する対応 

(1)手続なしに処分していないか   

(2)計画どおり利用されているか   

(3)重要な変更が生じた場合、市との協
議等必要な手続が取られているか 

  

(4)その他問題点はないか   

［記載方法］○：適正 ×：不適正 

事業実施の翌年度(１年目)については､整備完了から３月末までの状況を記載する。 

２年目以降は､前年４月から本年３月末までの状況を記載する。 


